
墨田区の
小学生

3000人が対象

1人につき
5千～8千円分の
電子ポイント

利用期間は
2025年

7/19～10/31

募集対象となる体験プログラム

事業者説明会開催！

『ハロカルホリデーすみだ』とは

5/13 火
ハロカルホリデーの概要や、事業
者登録をしていただくにあたって
の要件などについて、事務局より
ご説明させていただきます。
説明会後は体験プログラム提供に
ついての個別相談も行っておりま
すので、まずはこちらの説明会に
ぜひご参加ください！

お申し込みはこちらから！
https://forms.gle/k4poQ8CeMTkfKXgM8

墨田区の子どもたちへ
体験を提供してくれる

事業者･個人を募集しています！

墨田区の子どもたちへ
体験を提供してくれる

事業者･個人を募集しています！

墨田区の小学生3,000人に、社会体験・文化芸術活動・
スポーツ・自然体験・野外活動など様々な体験プログ
ラムに利用できる電子ポイント（子ども1人あたり
5,000円～8,000円分）を提供します。

まち全体が体験の場！

墨田区で体験を提供してくれる事業者・個人の方（商店･施設･習い事･クラブ･サークルなど）を募集しています！

実施主体
墨田区こども条例に基づき、子どもが
自らの創造力を広げ、その可能性を最
大限に発揮することができるよう、子
どもの体験の機会を確保することを目
的に地域団体と墨田区が協働して運営
しています。

ハロカルホリデーすみだ実行委員会
東京都墨田区錦糸1丁目11-1 ノイエヤマザキ5階
（チャンス・フォー・チルドレン内）
E-mail： sumida_p@cfc.or.jp
URL：https://www.cfc.or.jp/sumida2025（※5/12公開予定）

音楽芸術活動
音楽、アート、造形など

スポーツ
球技、水泳、ダンス、体操など

自然体験・野外活動
キャンプ、農業体験など

文化活動
書道、料理、伝統文化など

社会体験
職業・仕事体験など

・墨田区内でのプログラムの提供が原則となりますが、区内では体験できないプログラムの場合は集合解散場所が墨田区内であれば、対象となります。
・ポイント利用期間内にプログラムの実施が完結するものに限ります。
　※その他詳細な要件については、説明会時にお伝えいたします。

14:00〜15:00

5/14 水
14:00〜15:00

UDCすみだ
東京都墨田区文花１丁目１９−１
※千葉大学 墨田サテライトキャンパス

WORK CINEMA Paradise
東京都墨田区菊川３丁目７−１ 菊川会館ビル 2階
※映画館Strangerの建物2階

18:30〜19:30

18:30〜19:30
ノウドひきふね
東京都墨田区東向島２丁目２９−１３

すみだ生涯学習センター ユートリヤ
東京都墨田区東向島２丁目３８−７

5/15 木
14:00〜15:00

5/21 水
18:30〜19:30
WORK CINEMA Paradise
東京都墨田区菊川３丁目７−１ 菊川会館ビル 2階
※映画館Strangerの建物2階

SUMIDA INNOVATION CORE
東京都墨田区錦糸４丁目１７−１ 6・4F

https://forms.gle/k4poQ8CeMTkfKXgM8


説明会参加
フォーム(QR
コード)よりお申し
込みください。

Step1 Step2 Step4

ハロカルホリデーの仕組み

登録までの流れ

参画（体験提供）のパターン

墨田の小学生3000人

墨田区で体験プログラム提供を行う事業者・個人

1 2
すでに子どもたちに提供できる
体験プログラムを持っている方

（例：習い事教室やクラブ、児童館、
ものづくり事業者、水族館・博物館など）

Step3

今はまだ体験プログラムはないけど
これから新たに立ち上げたい方

（例：町工場、商店、地域のサークル、
アーティストの方など）

①ポイント付与
（5000～8000pt）

➁体験利用
（ポイント利用）

③精算
（1pt＝1円）

子どもたち（ポイント利用者）は電子ポ
イントを使って、各体験プログラムに参
加します（現金との併用可）。

ポイント利用者・体験提供を行う事業者
等の方は、パソコンやスマートフォン等
で利用手続きを行います（パソコンやス
マートフォンの操作が難しい方には、別
の手続き方法をご案内します）。

利用されたポイントを、1pt=1円で事業
者の方に後日お支払いします。

事務局との個別面談
子ども向けの事業を継続的
に実施していない個人・事
業者の方は、事務局との個
別面談を実施させていただ
きます。

WEB申請
専用のWEBフォームより
申請いただきます。
※Webでの申請が困難な方は、郵
送での申請方法をご案内いたしま
す。

登録決定通知
事務局による審査後、登録
が完了しましたら「登録決
定通知」をメールにてお送
りします。

ポイントを利用することができる費用
①参加費、体験料、その他プログラムの対価として　
　支払う費用
②プログラムを利用するために必要不可欠な用具等の
　費用で、参画パートナーにその支払いを行う費用
③その他、運営事務局が認める費用
※②、③のみへのポイント利用は認められません。

参画のパターンは次の2通りです。普段から子どものための体験プログラムを持っている方もそうでない
方も、是非ご参画ください。

ハロカルは「ハローカルチャー＆ローカル」から名付けました。墨田区の子どもたちが多様な
地域の文化や体験と出会う機会を通じて、地域全体で子どもたちを見守っていきたいという願
いを込めています。
この取組みにご賛同いただいている個人・企業の皆様からのご寄付等を財源とし、地域団体と
墨田区が協働して運営しています。

「ハロカルホリデーすみだ」 運営について

※事務局のコーディネーターがプログラム作りをサポートします

新たにプログラムを立ち上げていただき、
子どもたちに体験を提供

普段からやられているプログラムを登録し、
子どもたちに体験を提供


